
島根県

島根県防災対策本部会議

【日 時】令和5年12月27日（水）10時10分～

【場 所】島根県庁6階 講堂

【次 第】

１．年末年始の気象情報ついて（松江地方気象台）

２．年末年始の対応等について

３．知事指示事項



１．年末年始の気象情報について

令和5年12月27日

松江地方気象台
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• 31日は、低気圧が通過するため雨が降る見込
みです。

• その後、1月1日にかけて一時的に冬型の気圧
配置となり、雪や雨が降りますが、強い寒気の
流入はなく、大雪の可能性は低い見込みです。

• 31日は、気圧の傾きが大きくなるため風が強
まり、波が高くなるでしょう。（注意報級）

12月27日21時 12月28日21時 12月29日21時 12月30日21時

12月31日21時

高

低

低

低
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低
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※この図は数値予報の計算結果をそのまま画像化したものです。実際に発表する天気予報や気象情報等とは異なります。
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• 年末年始にかけて中国地方の平均気温は高く、かなり高い日もあるでしょう。
• 一時的に冬型の気圧配置となり、寒気が流入するため1月1日の最高気温は平

年並みの見込みです。
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大雪に対する緊急発表
（国交省と共同）

大雪特別警報

早期注意情報
（警報級の可能性）

大雪の
半日～数時間前

大雪の数時間
～2時間程度前

雪の降り方が一層
激しくなり、記録的
な大雪のおそれが
ある

広い範囲で
数十年に一度の

大雪

大雪となる

大雪の数日～
約１日前

大雪の可能性が
高くなる

大雪警報

大雪注意報

大雪警報に切り替える
可能性が高い

大雪注意報

大雪に関する気象情報
（概ねの対象地域や予想降雪量を示して、
大雪となる可能性を共有）

気象状況

大雪に関する気象情報
（大雪に対する警戒を呼びかけ）

顕著な大雪に関する気象情報
（短時間の大雪に対する一層
の警戒を呼びかけ）

見出し文のみの短文形式情報

重大な災害の発生する可能
性が高まり、一層の警戒が必
要となるような短時間の大雪
となることが見込まれる場合

他機関との連携

記者会見
（大雪により社会的に影響が大きいと予想
される場合に実施）

記者会見
（大雪に対する最大級の警戒を呼びかける
ために実施）

大雪による被害

・立ち往生車両の発生
・農業用ハウスや簡易
的な建物の倒壊

・高速道路の通行止
・交通機関の運休

・幹線道路の通行止
・孤立集落の発生

・鉄道の間引き運転
（少雪地）

・住宅の倒壊

・大規模な交通渋滞

状況に応じ随時関係機関と
協議して報道対応など実施

大雪に関する気象情報
（大雪に対する厳重な警戒
を呼びかけ）

降雪が大雪警報の基準を
大幅に上回る場合や、普段
雪の少ない地域で大雪警報
級の降雪が予想される場合

14日前～６日前 早期天候情報

気象庁の情報・対応

（大雪に対する一層の警戒を呼びかけ）

大雪に関する早期天候情報＜冬季の日本海側＞

（その時期としては10年に1度程度しかおきないような著しい
降雪量となる可能性が高まっているときに注意を呼びかけ）

大雪のおそれに応じて段階的に発表される気象情報と対応
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島根県

２．年末年始の対応等について
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島根県 年末年始における健康福祉部の対応
健康福祉部

１．外来診療を行う医療機関等の対応
（１）診療体制

市町村が運営する在宅当番医、休日診療所で対応
（県のホームページに以下の情報を掲載）
・在宅当番医、休日診療所等の情報（こちらをクリック、またはQRコードを読み取り）

（２）相談体制
休日・夜間に子どもの急病等で受診すべきかどうかの相談については、「島根県子ども医療電話相談（＃８０００）」
で対応
（県のホームページに以下の情報を掲載）

発熱等症状のある方への受診先の案内、体調急変時の相談などは、「健康相談コールセンター」で対応

・「島根県子ども医療電話相談（＃８０００）」の情報（こちらをクリック、またはQRコードを読み取り）

・「健康相談コールセンター」
開設時間：8：30～21:00 ※症状悪化など緊急の場合はこれ以外の時間も受付

２．感染症対策等についての県民への呼びかけ

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が懸念されるため、年末年始に向けて、ＳＮＳ配信・

ホームページ掲載により、県民の皆様へ次のことに心がけるよう呼びかけ

・換気、手洗い、手指消毒、効果的な場面においてマスクを着用すること

・高齢者の方と会う場合や大人数で集まる場合に感染予防を行うこと

・発熱や風邪症状などの症状がある場合は、無理せず自宅で安静に過ごし、周囲にうつさないよう配慮すること

※発熱等の症状がある場合は、事前に電話をしてから医療機関を受診すること

・医療機関には電話をしてから受診願います。
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https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/byouin-shinryosho/kyuuzitusinnryousho/zaitakutouban-kyoujitusinnryou_syo.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/shimaneno_iryo/8000/
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/byouin-shinryosho/kyuuzitusinnryousho/zaitakutouban-kyoujitusinnryou_syo.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/shimaneno_iryo/8000/


島根県 年末年始における健康福祉部の対応
健康福祉部

３．水道事業者等への対応

寒気による水道施設への被害や水道管凍結による断水、積雪等による停電等が発生する恐れがあるため、水道事業者等
（29か所）に対し、水道施設の監視の強化、停電が発生した際の非常電源の確保方法の再確認など、注意喚起の文書を
発出済
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島根県
農林水産部年末年始における鳥インフルエンザ対策

１．国内での発生状況 （12月25日時点）

・ 養鶏農場では、全国４県４事例で発生（約18万羽）
（昨年同時期には22道県48事例約691万羽）

・ 野鳥等では、20都道県（鳥取県、岡山県含む）77事例を検出
（昨年同時期には25道県151事例）

２．県内養鶏場で発生した場合の対応

想定時間 対応

1日目 8:00 ・異常鶏発生の通報（農場 ⇒ 家畜保健衛生所）

10:00～
・家保による現地立入検査

⇒ 臨床検査等 ⇒ 鳥インフル否定できない

12:00～
・家畜病性鑑定室での精密検査

⇒ 簡易キット検査 ⇒ 陽性（疑い事例発生）

14:00 ・農林水産部対策会議

15:00
・危機管理担当者会議
・防疫対策本部会議開催プレス

16:00 ・島根県防疫対策本部会議

21:30
⇒ PCR検査 ⇒ 陽性

・疑似患畜判定

23:00 ・島根県危機管理対策本部会議

2日目 0:00～ ・農林水産部職員動員

3:00～ ・殺処分開始

8:00～ ・他部局職員動員

他部局へ動員
調整を依頼

年末年始も
通常時同様の
即応体制を維持
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島根県 令和６年正月における大社地域の交通渋滞対策
商工労働部

観光客の満足度の向上と地元住民の生活道の確保のため、大社交通渋滞対策実行委員会が下記の取組を行います。

１．実施主体
大社交通渋滞対策実行委員会（事務局：出雲市観光交流部観光課）

２．実施期間
令和５年１２月３１日（日）
令和６年 １月 １日（月・祝）、２日（火）、３日（水）

３．対策の概要

対 策 内 容

① 交通規制等

１２月３１日22:00～１月１日4:00
１月 １日～３日 各日9:00～16:00
宮内交差点での通行規制（南進禁止）等
主要交差点及び出雲大社周辺駐車場への警備員配置

② 無料シャトルバス運行

浜山公園⇔ご縁広場
運行日 ：１月１日、２日、３日
運行時間：10:00～17:00（20分間隔）
浜山公園第一駐車場：400台

③出雲大社周辺無料駐車場の
確保

一般車両（民地借上等含む）駐車場
出雲大社周辺約2,000台
※1月1日~3日は、大社小学校を臨時駐車場として借上利用

④ 団体バスコントロール
出雲大社外苑駐車場のバス駐車レーンに限りがあるため、団体バス予約システムによる
管理及び現地バスコントロールスタッフによる待機場所への回送
予約が必要な日 １月１日
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島根県 令和６年正月における大社地域の交通渋滞対策
商工労働部

対 策 内 容

⑤ 一畑電車を利用した
パーク&ライドの促進

雲州平田駅⇔出雲大社前駅
雲州平田駅周辺 市役所平田行政センター 30台
パーク&ライド 雲州平田駅西側駐車場 50台
無料駐車場 平田図書館 60台
340台 平田文化館 200台

⑥ 案内看板設置
・出雲大社周辺、シャトルバス駐車場への誘導看板の設置
・松江方面から雲州平田駅周辺無料駐車場への誘導看板の設置

⑦ 情報発信

交通案内チラシを配付
［県内］１２月広報いずも折込

観光施設、道の駅、宿泊施設、レンタカー会社等、高速道路(山陰道・松江道)ＳＡ・ＰＡ
［県外］高速道路(米子道等)ＰＡ、道の駅

県､出雲市､出雲観光協会等のホームページに交通案内を掲載
出雲大社周辺の渋滞・駐車場空状況の情報提供(１時間毎更新)
https://www.taisha-jutai.com/
１２月３１日22:00～１月１日3:00
１月 １日～３日 各日9:00～17:00
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島根県 令和６年正月における大社地域の交通渋滞対策
商工労働部
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島根県 令和６年正月における大社地域の交通渋滞対策
商工労働部
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島根県 年末年始における公共土木施設等の安全管理の強化
土木部

例年の対応として、土木部内の各機関（本庁及び地方機関）に、以下の対策を実施するよう指示

１．工事現場の安全管理強化

・県発注の工事現場において、保安施設設置の徹底・確認等、安全管理の強化について受注者に指示

・特に、道路については、夜間事故の防止のため、連休までに赤色灯・保安灯の点検に重点を置いた

夜間パトロールを実施

２．県管理施設（指定管理含む）の安全管理強化

・道路については、路面や斜面等について、パトロールを強化し、危険箇所については、必要な措置

を連休までに実施（穴ぼこの補修等）

・災害復旧事業における工事発注予定箇所等の危険が想定される箇所については、立ち入りを防止す

るなど必要な措置をとり、安全管理を強化

・親水護岸等の一般の利用が予想される施設については、事前に点検を行い、不具合等が見られる場

合は、必要な措置を連休までに実施

３．緊急連絡体制の確認

・公衆災害発生時など、緊急時に速やかな体制がとれるよう職員及び指定管理者、委託業者の緊急連

絡体制の確認

４．除雪態勢の強化

・気象・積雪の状況、道路交通状況等を速やかに把握し、迅速かつ適切な除雪活動が行えるよう、除

雪等業務受注者や他の道路管理者等の関係機関と休日等の連絡体制の確認を指示
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島根県 異常降雪を想定した道路の雪害対応
土木部

大雪のおそれがある場合は、「異常降雪を想定した行動計画」（除雪タイムライン）等に基づき、

関係機関と連携して以下の対応を実施

１．関係機関との情報共有

・島根県のほか、松江地方気象台、国土交通省、NEXCO西日本、市町村、警察で構成される「島根県

冬期情報連絡本部関係者会議」（テレビ会議形式）において、気象情報や除雪状況、通行止め、

車両滞留等に関する情報を随時共有

２．関係機関と連携した除雪対応

・高速道路と直轄国道の予防的通行規制区間において、国土交通省やNEXCO西日本と連携し、車両の

流入が予想される県道等の路線の除雪を早めに開始

・松江市街地において、交通量の多い主要な道路について、積雪の少ない段階で除雪作業に着手する

よう除雪開始基準を見直し（松江市と連携）

３．広報活動の強化

・状況により、Ｘ（旧ツイッター）やラジオ放送などにより、県民に対して「車での不要不急の外

出自粛」を呼びかけ

４．その他

・例年の対応として、今月９日～１５日の期間中に「冬タイヤの装着」や「チェーン携行」等を呼び

かけるラジオＣＭの放送を実施済であり、１月にはテレビＣＭを活用し、県民に対して「大雪時の

車での不要不急の外出自粛」を求める予定
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島根県 災害体制の基準 防災部

１．風水害体制の基準

体
制

基 準
体 制 の 決 定

動 員
本 庁 地 方 機 関

警
戒
体
制

１ 県内の地域で大雨警報若しくは洪水警報が

発表されたとき（災害対策本部等の本部を設

置した場合を除く）

自動配備 自動配備

（大雨警報等が発表された

市町村を所管する地区）

防災部、道路維持課、河川課、

砂防課及び地方機関の指定され

た職員を配備

２ 防災危機管理課長が必要と認めたとき 防災危機管理課

長が決定し、配

備する

－ 防災部の指定された職員を配備

３ 支庁長、県土整備事務所長又は県央県土整

備事務所大田事業所長が必要と認めたとき

－ 支庁長、県土整備事務所長

又は県央県土整備事務所大

田事業所長が決定し、配備

する

支庁長、県土整備事務所長又は

県央県土整備事務所大田事業所

長が決定する

災
害
警
戒
本
部

１ 県内の地域で大雨警報が発表され、かつ24

時間雨量が200㎜以上と予想されるとき

自動設置 自動設置

（大雨警報等が発表された

市町村を所管する地区）

風水害第１又は第２動員を配備

※１

２ 防災部長が必要と認めたとき 防災部長が決定

し、設置する

防災部長が決定し、指示す

る

防災部長が決定する

３ 支庁長、県土整備事務所長又は県央県土整

備事務所大田事業所長が必要と認めたとき

－ 支庁長、県土整備事務所長

又は県央県土整備事務所大

田事業所長が決定し、設置

する

支庁長、県土整備事務所長又は

県央県土整備事務所大田事業所

長が決定する

※災害警戒本部設置時の動員体制は原則、第１動員体制を配備する。
ただし、被害の状況等により第２動員体制への格上げが必要な場合は、防災部長が決定し、災害警戒本部員へ通知する。
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島根県 災害体制の基準 防災部

１．風水害体制の基準

体
制

基 準
体 制 の 決 定

動 員
本 庁 地 方 機 関

災
害
対
策
本
部

１ 県内の地域で大雨・暴風・暴風雪・高潮・

波浪特別警報のいずれかが発表されたとき

自動設置 自動設置

（特別警報が発表された

市町村を所管する地区）

風水害第３動員を配備

２ 県内の地域で大雨警報が発表され、かつ１

時間雨量80㎜以上で24時間雨量が200㎜以上と

予想されるとき

自動設置 自動設置

（大雨警報等が発表された

市町村を所管する地区）

風水害第３動員を配備

３ 災害が発生するおそれがある場合において、

国が特定災害対策本部、非常災害対策本部、

又は緊急災害対策本部を設置し、かつ島根県

が所管区域として告示されたとき

自動設置 自動設置 風水害第３動員を配備

４ 知事が必要と認めたとき 知事が決定し、

設置する

知事が決定し、指示する 知事が決定する

５ 支庁長、県土整備事務所長又は県央県土整

備事務所大田事業所長が必要と認めたとき

－ 支庁長、県土整備事務所長

又は県央県土整備事務所大

田事業所長が決定し、設置

する

支庁長、県土整備事務所長又は

県央県土整備事務所大田事業所

長が決定する

１ 地震、津波、風水害等複数の基準が重複する場合は、その中から最上位の基準を適用する。
２ 風水害第１～第３動員の人員は、別に定めるところによる。
３ 警察本部の災害体制は、島根県警察本部長の定めるところによる。
４ 県水防本部の災害体制は、県水防計画の定めるところによる。
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島根県 災害体制の基準

２．雪害体制の基準

体
制

基 準
体 制 の 決 定

動 員
本 庁 地 方 機 関

警
戒
体
制

１ 県内の地域で大雪警報が

発表されたとき(災害対策本

部等の本部を設置した場合

を除く)

自動配備 自動配備

(大雪警報が発表された

市町村を所管する地区)

防災部、道路維持課及び地方

機関の指定された職員を配備

雪

害

警

戒

本

部

１ 大雪警報が発表され、豪

雪被害が発生するおそれが

ある場合、又は豪雪被害が

発生した場合

１ 防災危機管理課長が関係課長

と協議した結果を防災部長に報

告し、防災部長が決定し、設置

する

２ 緊急性が高い場合は、防災危

機管理課長が防災部長に報告し、

防災部長が決定し、設置する

１ 防災部長が決定し、

指示する

雪害第１動員又は第２動員を

配備※１

－

２ 支庁長、県土整備事務

所長又は県央県土整備事

所大田事業所長が必要と

認める地区防災委員会の

構成機関の長と協議して

決定し、設置する

３ 緊急性が高い場合は支

庁長、県土整備事務所長

又は県央県土整備事務所

大田事業所長が決定し、

設置する

支庁長、県土整備事務所長又

は県央県土整備事務所大田事業

所長が決定する

※１ 雪害警戒本部設置時の動員体制は原則、第１動員体制を配備する。ただし、被害の状況等により第２動員体制への格上げが
必要な場合は、防災部長が決定し、雪害警戒本部員へ通知する。

防災部
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島根県 災害体制の基準

２．雪害体制の基準

体
制

基 準
体 制 の 決 定

動 員
本 庁 地 方 機 関

災

害

対

策

本

部

１ 大雪・暴風雪特別警報の

いずれかが発表された場合

１ 自動設置 １ 自動設置

（特別警報が発表された市

町村を所管する地区）

雪害第３動員を配備

２ 災害の規模及び範囲から、

特に対策が必要と知事が認

めた場合

２ 知事が決定し、設置する

３ 防災部長が関係部長と協議し

た結果を知事に報告し、知事が

決定し、設置する

４ 警戒本部長(防災部長)が知事

に報告し、知事が決定し、設置

する

２ 知事が決定し、指示す

る

雪害第３動員を配備

－

３ 緊急性が高い場合は支

庁長、県土整備事務所長又

は県央県土整備事務所大田

事業所長が決定し、直ちに

知事に報告する

４ 緊急性が高い場合は地

区警戒本部長(支庁長、県

土整備事務所長又は県央県

土整備事務所大田事業所長

)が決定し、直ちに知事に

報告する

支庁長、県土整備事務所長又

は県央県土整備事務所大田事業

所長が決定する

１ 雪害第１～第３動員の人員は、別に定めるところによる。

２ 警察本部の災害体制は、島根県警察本部長の定めるところによる。

防災部
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島根県 災害体制の基準

３．地震災害体制の基準

体
制

基 準

体 制 の 決 定

動 員

本 庁 地 方 機 関

警
戒

体
制

１ 県内の地域で震度３の地震が

観測されたとき

自動配備 配備なし 防災部の指定された職員を配備

災
害
警
戒
本
部

１ 県内の地域で震度４の地震が

観測されたとき

自動設置 自動設置

（震度４を観測した市町村

を有する地区及び隣接する

地区）

地震災害第１動員を配備

（本庁及び震度４を観測した市町

村を有する地区及び隣接する地

区）

２ 県内の地域で震度５弱の地震

が観測されたとき

自動設置 自動設置

（震度５弱を観測した市町

村を有する地区及び隣接す

る地区）

地震災害第２動員を配備

（本庁及び震度５弱を観測した市

町村を有する地区及び隣接する地

区）

３ 防災部長が必要と認めたとき 防災部長が決定し、設置する 防災部長が決定し、指示す

る

防災部長が決定し、指示する

（本庁及び地区警戒本部が設置さ

れた地区）

災
害
対
策
本
部

１ 県内の地域で震度５強以上の

地震が観測されたとき

自動設置 自動設置

（震度５強以上を観測した

市町村を有する地区及び隣

接する地区）

地震災害第３動員を配備

（本庁及び震度5強以上を観測し

た市町村を有する地区及び隣接す

る地区）

２ 知事が必要と認めたとき 知事が決定し、設置する 知事が決定し、指示する 知事が決定し、指示する

１ 地震、津波、風水害等複数の基準が重複する場合は、そのなかから最上位の基準を適用する。

２ 地区の区域及び隣接地区については、以下のとおり。

３ 地震災害第１～第３動員の人員は別に定めるところによる。

４ 警察本部の災害体制は島根県警察本部長の定めるところによる。

防災部
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島根県 災害体制の基準

４．津波体制の基準

体
制

基 準

体 制 の 決 定

動 員

本 庁 地 方 機 関

災
害
警
戒
本
部

１ 県沿岸に津波注意報が発表さ

れたとき

自動設置 自動設置

（津波予報区に該当する海

岸線を有する地区）

津波災害第１動員を配備

（本庁及び津波予報区に該当する

海岸線を有する地区）

災
害
対
策
本
部

１ 県沿岸に津波警報が発表され

たとき

自動設置 自動設置

（津波予報区に該当する海

岸線を有する地区）

津波災害第２動員を配備

（本庁及び津波予報区に該当する

海岸線を有する地区）

２ 県沿岸に大津波警報が発表さ

れたとき

津波災害第３動員を配備

（本庁及び津波予報区に該当する

海岸線を有する地区）

１ 地震、津波、風水害等複数の基準が重複する場合は、そのなかから最上位の基準を適用する。
２ 津波災害第１～第３動員の人員は別に定めるところによる。
３ 警察本部の災害体制は島根県警察本部長の定めるところによる。

防災部
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